
あなたのおもう

住みやすい暮らしとは？

「対等に生きられる社会とは？

先着

45名様
（事前予約制）

［日 時］ 2020年1月19日（日）

13：30～15：30 （13：15受付）

［会 場］ 西宮市大学交流センター

講義室１

日本手話に特化した翻訳・通訳技術向上支援事業
NPO法人手話教師センター 特別講演会

主催：NPO法人手話教師センター

お申込みは
こちらへ

URL：https://00m.in/6EvQM
MAIL：honyaku@jsltc.org
FAX：０3-4579-0518

松波 めぐみ 氏

● 大阪市立大学ほか非常勤講師。
● 1967年兵庫県生まれ。会社勤務を
経て、大学院へ（専門は人権教育、
障害学）。
2008年に大阪大学大学院人間科学研
究科修了。2009年から、障害者権利条
約の完全実施をめざす京都実行委員
会の事務局員。
主な著書に『障害のある先生たち』（生
活書院）などがある。

［参加費］ 一般 1,500円

会員・サポーター・学生 1,000円

（手話教師センター法人会員もしくはサポーター証・学生証提示で）

◆講師は音声日本語で話します。
手話通訳がつきます。

◆テーマに関心のある方ならどなたでも参加できます。
◆参加費は当日お支払いください。
◆キャンセル料は前々日までかかりません。
前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が100％
かかります。
◆当日は残席がある場合のみ、500円アップで受け付
けます。

（西宮市北口町1-2-602ACTA西宮東館6階）

阪急「西宮北口」駅より北東へ徒歩２分

わが国は本当に暮らしやすい社会になったと言えるのでしょうか。
車いす対応バス乗車拒否、ろう者が受けた理不尽な旧優生保護法・・・
まだまだ課題は山積みです。
世の中に要らないニンゲンなんて居ない。
様々な事例を通して、“ジンケン”について一緒に考えませんか。

～具体例から学ぶ障害者権利条約～」


